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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内機本体と、
　この室内機本体の前面に設置される意匠面と、
　前記室内機本体と前記意匠面との間にて配設され、前記意匠面に形成された開口部を介
して空調対象域の状態を検知する検知部とこの検知部を保持する保持部とから成るセンサ
と、
　を備え、
　前記開口部は、前記保持部の外周面の輪郭とは異なる形状に形成され、
　前記室内機本体には、前記保持部と同等の色が施されていることを特徴とする空気調和
機。
【請求項２】
　前記室内機本体には、この室内機本体に投影される前記開口部と同等の領域に前記保持
部と同等の色が施されていることを特徴とする請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記センサを内包するケースと、
　前記センサを駆動する電気部品が実装される基板と、
　を備え、
　前記ケースには、前記開口部と前記センサとの間に設けられた穴が形成され、
　この穴には、前記検知部の前面を覆い、かつ、前記開口部の内周側に配設される保護レ
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ンズが設けられていることを特徴とする請求項１または２に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記穴の形状は、前記センサの上側の非センシング部分および／または前記センサの下
側の非センシング部分を覆う形に形成されていることを特徴とする請求項３に記載の空気
調和機。
【請求項５】
　環状を成し前記センサの外周部と前記ケースとの間に介在する環状部材を備えたことを
特徴とする請求項１～４の何れか１つに記載の空気調和機。
【請求項６】
　前記ケースと基板との間に介在し、前記ケースの内部空間と前記ケースの外部空間とを
遮蔽する遮蔽部材を備えたことを特徴とする請求項１～４の何れか１つに記載の空気調和
機。
【請求項７】
　前記センサと前記センサを駆動する電気部品が実装される基板とを内包する第１のケー
スと、
　機内側から前記第１のケースに向けて固定されると共に、前記センサ側の面に前記基板
が設けられた第２のケースと、
　前記基板と前記センサとの間に介在する所定厚さのスペーサと、
　を備え、
　前記第１のケースには、前記開口部と前記センサとの間に設けられた穴が形成され、
　この穴には、前記検知部の前面を覆い、かつ、前記開口部の内周側に配設される保護レ
ンズが設けられ、
　前記第１のケースと前記スペーサとの間には、前記センサから引き出されて前記基板に
接続されるケーブルを取り囲む空間が形成されていることを特徴とする請求項１または２
に記載の空気調和機。
【請求項８】
　前記センサを内包する第１のケースと、
　機内側から前記第１のケースに向けて固定される第２のケースと、
　前記第１のケースと前記第２のケースとが対向する位置にて前記第１のケースと前記第
２のケースとが当接する面で挟持され、前記センサを駆動する電気部品が実装された基板
と、
　を備え、
　前記第１のケースには、
　前記第１のケースの内部方向に延在し前記センサの底部を保持する保持部と、前記第１
のケースとこの保持部との間に形成され前記センサから引き出されて前記基板に接続され
るケーブルを挿通する挿通穴と、前記開口部と前記センサとの間に設けられた穴と、が形
成され、
　この穴には、前記検知部の前面を覆い、かつ、前記開口部の内周側に配設される保護レ
ンズが設けられていることを特徴とする請求項１または２に記載の空気調和機。
【請求項９】
　前記センサを内包するケースを備え、
　前記室内機本体には、前記センサを駆動する電気部品が実装される基板と、前記センサ
の底部を保持する保持部と、が形成され、
　前記室内機本体と前記ケースとの間には、前記センサから引き出されて前記基板に接続
されるケーブルを取り囲む空間が形成されていることを特徴とする請求項１または２に記
載の空気調和機。
【請求項１０】
　前記基板と前記センサとの間に介在する所定厚さのスペーサを備え、
　前記スペーサと前記センサとの間には、前記センサが前記スペーサ側に変移することを
阻止するバネが設けられていることを特徴とする請求項５または６に記載の空気調和機。
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【請求項１１】
　前記スペーサと前記センサとの間には、前記センサが前記スペーサ側に変移することを
阻止するバネが設けられていることを特徴とする請求項７に記載の空気調和機。
【請求項１２】
　前記センサの底部を保持する保持部と前記センサとの間には、前記センサがこの保持部
側に変移することを阻止するバネが設けられていることを特徴とする請求項８または９に
記載の空気調和機。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気調和装置の室内機は、主に、室内機本体を構成する筐体とこの筐体の前面に
装着された意匠面と筐体に配設されたセンサとから構成されている。センサは、空調対象
域の状態（例えば室内温度や人体の位置など）を検知する赤外線センサやＣＭＯＳカメラ
センサなであり、従来の空気調和装置は、このセンサからの情報を用いて所定方向に適温
の風を送りムラのない空調制御を行っている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１に示される従来技術では、センサの存在感を極力感じさせない
ために、センサを意匠面に形成された複数の穴の一つに配設することによって、センサの
存在感を目立たなくする構造が採用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭６４－２４６０７号公報（図１など）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に代表される従来技術ではセンサの存在感を極力感じさ
せない措置が講じられているものの、例えば、赤外線センサ以外のセンサ（例えばカメラ
センサ）を搭載する従来の空気調和機においては、機器の外観をフラットにするなど、デ
ザイン上の制約により、例えば意匠面よりも機内側（奥側）にセンサを設けたものも存在
するが、この場合、意匠面にはセンサがセンシングするための画角分の開口部が必要とな
るため、開口部が大きくなるだけでなく意匠面からセンサに向かう窪みが強調され、デザ
イン性が悪化することとなる。従って、このような措置は、フラットなデザインを印象付
けたいというニーズの阻害要因となる。一方、開口部を小さくするための措置として、例
えば意匠面の近傍にセンサを設ける共に、開口部に例えばシリコンレンズなどを設けた場
合、このレンズだけではセンサが透けてしまう上に、このレンズによってセンサ感度が低
下するなどの問題があった。このように、カメラセンサなどを搭載する従来の空気調和機
では、デザイン性と機能性とがトレードオフの関係にあり、デザイン性が悪化したとして
も機能性を優先させるか、或いは機能性が低下したとしてもデザイン性を優先させるかと
いう措置が必要になるという課題があった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、機能性の低下を招くことなくセンサの
存在感を感じさせない空気調和機を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、室内機本体と、この室内機
本体の前面に設置されるパネルと、前記室内機本体と前記パネルとの間にて配設され、前
記パネルに形成された開口部を介して空調対象域の状態を検知する検知部とこの検知部を
保持する保持部とから成るセンサと、を備え、前記開口部は、前記保持部の外周面の輪郭
とは異なる形状に形成され、前記室内機本体には、前記保持部と同等の色が施されている
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、意匠面側からセンサを目視したときにおけるセンサの輪郭を目立た
なくするようにしたので、機能性の低下を招くことなくセンサの存在感を感じさせないと
いう効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかる空気調和機の室内機の外観図である。
【図２】図２は、図１に示される開口部と筐体に配設されるセンサとの関係を説明するた
めの第１の図である。
【図３】図３は、図１に示される開口部と筐体に配設されるセンサとの関係を説明するた
めの第２の図である。
【図４】図４は、図１に示される開口部と筐体に配設されるセンサとの関係を説明するた
めの第３の図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態２にかかる空気調和機のセンシング装置の構成を説
明するための第１の図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態２にかかる空気調和機のセンシング装置の構成を説
明するための第２の図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態３にかかる空気調和機のセンシング装置の構成を説
明するための第１の図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態３にかかる空気調和機のセンシング装置の構成を説
明するための第２の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明にかかる空気調和機の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。な
お、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１１】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる空気調和機の室内機１０の外観図である。図２
は、図１に示される開口部と筐体に配設されるセンサとの関係を説明するための第１の図
であり、図３は、図１に示される開口部と筐体に配設されるセンサとの関係を説明するた
めの第２の図であり、図４は、図１に示される開口部と筐体に配設されるセンサとの関係
を説明するための第３の図である。
【００１２】
　図１に示される室内機１０には、室内機１０を構成する室内機本体である筐体１２と、
筐体１２の正面に配設される意匠面１１と、この意匠面１１の中心付近に形成される開口
部２とが設けられている。室内機１０の筐体１２には、図２示されるように、非可動型の
センサ１が設けられている。このセンサ１は、空調対象域の状態を検知するカメラなどで
あり、本実施の形態にかかる空気調和装置は、このセンサ１からの情報を用いて所定方向
に適温の風を送りムラのない空調制御を行っている。
【００１３】
　図２の下側において、センサ１は、例えばレンズ１ｂとこのレンズ１ｂを保持するバレ
ル１ａとで構成され、その存在感を目立たなくするために例えば意匠面１１よりも機内側
（奥側）に設けられている。筐体１２には、室内機１０の正面から筐体１２の方向に向か
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って凹状に形成されセンサ１を配設する窪み１２ａが形成されている。図２の上側には、
バレル１ａの外周部とレンズ１ｂで決定される画角を確保するための開口部２とに囲まれ
る領域３が示されている。なお、以下の説明では、機器内部でセンシングを構成する部品
のまとまりをセンシング装置と称することとし、実施の形態１のセンシング装置には、例
えばカメラセンサであれば、開口部２、センサ１を駆動する電気部品が実装される基板１
４（後述する）、センサ１と基板１４を保持して組み込むケース１５（後述する）などが
含まれる。
【００１４】
　ここで、図４に示されるように、筐体１２に、センサ１に施されている色（例えば黒）
とは異なる色が施されている場合、開口部２とバレル１ａとの間から筐体１２の色（例え
ば白）を目視できるため、このセンサ１と開口部２との色の違いに起因して、室内機１０
の正面方向から開口部２を見たユーザにセンサ１の存在感を感じさせることとなる。特に
、開口部２は、レンズ１ｂで決定されるセンサ１のセンシング画角分の大きさが必要とな
るため、この開口部２が広くなるに従って領域３も拡大される。すなわち、センサ１の輪
郭が強調され、ユーザにセンサ１を意識させて抵抗感を与えるデザインとなってしまう。
【００１５】
　センサ１の輪郭が目立たないようにする、或いはセンサ１が触れられないようにするた
めには、開口部２にシリコンレンズなどの保護用レンズを設けることが考えられる。ただ
し、このレンズだけでは、センサ１が透けてしまう上に、このレンズによってセンサ１の
感度が低下することとなる。また、開口部２にマジックミラーなどの保護レンズを設けた
場合、センサ１の感度が低下するだけでなく、コストの増加を招くこととなる。
【００１６】
　一方、従来の空気調和機では、図３に示されるように丸型の開口部２が採用される場合
もある。ただし、センサ１の輪郭と同じ形状の開口部２を設けた場合、センサ１の輪郭が
さらに強調されてしまうため、ユーザに強い抵抗感を与えることとなる。
【００１７】
　実施の形態１にかかる空気調和機の筐体１２、ケース１５、またはレンズ１ｂのセンシ
ング領域外（図示せず）には、センサ１のバレル１ａと同等の色（例えば黒）を施され、
かつ、開口部２はセンサ１の輪郭（丸型）とは異なる形状（例えば、正方形、横長の長方
形、横長の楕円形など）に形成されている。そのため、室内機１０の正面側からセンサ１
を目視したユーザの目には、センサ１の周囲の領域３がセンサ１と同じ色として投影され
、かつ、センサ１の形状とは異なる形状の開口部２が投影される。従って、ユーザに強い
抵抗感を与えることがない。
【００１８】
　次に動作を説明する。ユーザがリモコン（図示せず）に設けられた各ボタンを押すこと
によって、操作されたボタンの種類に応じた赤外線信号が室内機１０へ送信され、赤外線
信号を受信した室内機１０では、この信号の内容を判別し、その信号に従った運転状態と
なるように空調制御が行われ、さらに、室内機１０では、このセンサ１からの情報を用い
て所定方向に適温の風を送りムラのない空調制御が行われる。なお、センサ１は、カメラ
センサに限定されるものではなく、センサ素子（図示せず）、バレル１ａ、レンズ１ｂ、
およびＩＣ（Integrated Circuit：図示せず）などのセンシングに必要な要素をワンパッ
ケージにしたモジュールの総称であり、カメラ、マイク、焦電センサ、サーモパイルセン
サ、赤外線センサ、ドップラー／超音波などの電波センサ、埃／ニオイなどの空気質セン
サなどセンシングするものであればよい。
【００１９】
　以上に説明したように、実施の形態１にかかる空気調和機は、室内機本体（筐体１２）
と、この筐体１２の前面に設置されるパネル（意匠面１１）と、筐体１２と意匠面１１と
の間にて配設され、意匠面１１に形成された開口部２を介して空調対象域の状態を検知す
る検知部（レンズ１ｂ）とこのレンズ１ｂを保持する筒状の保持部（バレル１ａ）とから
成るセンサ１と、を備え、開口部２はバレル１ａの外周面の輪郭とは異なる形状に形成さ
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れ、筐体１２にはバレル１ａと同等の色が施されているので、室内機１０の前面からセン
サ１を目視したときにおけるセンサ１の輪郭が目立たなくなり、機能性の低下を招くこと
なくセンサ１の存在感を感じさせないという効果を得ることができる。
【００２０】
　また、バレル１ａと同等の色は、筐体１２の全体に施さなくてもよく、筐体１２には、
筐体１２に投影される開口部２と同等の領域（例えば図４（ａ）の上側に示される開口部
２の両側から引き出された点線で囲まれる筐体１２の窪み１２ａ）にバレル１ａと同等の
色を施すようにしてもよい。このようにすれば、筐体１２の全体をバレル１ａと同等の色
にすることができない場合でも、筐体１２の一部領域の色を変更するのみで、センサ１の
存在感を感じさせないという効果を得ることができる。
【００２１】
実施の形態２．
　図５は、本発明の実施の形態２にかかる空気調和機のセンシング装置の構成を説明する
ための第１の図であり、図６は、本発明の実施の形態２にかかる空気調和機の構成を説明
するための第２の図である。以下、実施の形態１と同一部分には同一符号を付してその説
明を省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。
【００２２】
　多くの家電機器では、ユーザ保護（製品安全性）の観点、或いはセンサ１の保護の観点
から、センサ素子に直接触れることができないような措置が施されているのが一般的であ
る。例えば、図６（ａ）に示されるように、意匠面１１に保護レンズ１３を設けることに
よって、意匠面１１を介してセンサ１が触れられることは防止できるものの、空気調和機
のようにユーザが意匠面１１のパネルを外すことができる機器では、ユーザが意匠面１１
を外した後にセンサ１を触れることができるため、筐体１２部分にも保護レンズ１３が必
要となる。ただし、保護レンズ１３を二重に設けた場合、センサ感度が低下すると共にコ
ストも高くなるため得策ではない。
【００２３】
　一方、図５（ａ）に示されるように、ユーザがセンサ１に直接触れることを回避するた
めの措置として、センサ１を意匠面１１よりも機内側（奥側）に設けた場合、センサ１が
センシングする画角分の開口部２が必要となるため、意匠面１１には大きな開口部２が形
成されることとなり、デザイン性が悪化することとなる。
【００２４】
　実施の形態２にかかる空気調和機では、図５（ｂ）および図６（ｂ）～（ｄ）に示され
るように、従来のセンサ１の高さｈ１（基板１４から意匠面１１に向かう方向におけるセ
ンサ１の大きさ）よりも大きな高さｈ２のセンサ１が用いられており、このセンサ１は、
例えば、室内機１０を制御する基板１４上に配設され、センサ１のレンズ１ｂは、意匠面
１１よりも機外側に突出せず、かつ、意匠面１１の近傍に配設されている。
【００２５】
　さらに、実施の形態２にかかる空気調和機では、図６（ｂ）～（ｄ）に示されるように
、意匠面１１に形成された開口部２ａには、基板１４を保持するためのケース１５によっ
て支持され、センサ１のセンシング方向に配設される保護レンズ１３が設けられている。
【００２６】
　図６（ｂ）には、意匠面１１の近傍に配設されたケース１５に保護レンズ１３を設けた
構成例が示され、図６（ｃ）には、センサ１の近傍にて基板１４から意匠面１１の開口部
２ａの方向に向けて突出するように形成されたケース１５に保護レンズ１３を設けた構成
例が示されている。また、図６（ｄ）には、センサ１の近傍にて基板１４から意匠面１１
の開口部２ａの方向に向けて突出するように形成されたケース１５のセンサ１側の端部が
保護レンズ１３の外周部を包み込むように保持する場合の構成例が示されている。
【００２７】
　なお、ケース１５に形成される開口部２ｂの形状は、丸型に限定されるものではなく、
図６（ｅ）に示されるように、例えば、センサ１の非センシング部分（例えばバレル１ａ
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の部分）を覆う横長の楕円状（長方形を含む）に形成してもよい。空気調和機においてセ
ンサ１として人体検知用のカメラを用いる場合、室内の天井付近の画像は不要であり、横
方向に広角であればよい。従って、図６（ｅ）に示されるように、センサ１の一部を覆う
ような形状の開口部２ｂを用いた場合でも、センサ１の機能を阻害することはなく、また
センサ１の輪郭がより目立たなくなるため、より一層センサ１を意識させないデザインに
することが可能である。
【００２８】
　以上に説明したように、実施の形態２にかかる空気調和機は、図６（ａ）～（ｄ）に示
されるように、センサ１を内包するケース１５と、センサ１を駆動する電気部品が実装さ
れる基板１４と、を備え、ケース１５には、開口部２ａとセンサ１との間に設けられる開
口部２ｂが形成され、この開口部２ｂには、レンズ１ｂの前面を覆い、かつ、開口部２ａ
の内周側に配設される保護レンズ１３を設けるようにしたので、センサ１の感度低下を招
くことなくセンサ１が直接触れられることが回避され、さらには、センサ１がセンシング
する画角分の開口部２が不要となるため、デザイン性を悪化させることもない。
【００２９】
　また、図６（ｅ）に示されるように、開口部２ｂの形状は、センサ１の上側の非センシ
ング部分および／またはセンサ１の下側の非センシング部分を覆う形に形成されているの
で、センサ１の機能を阻害することはなくセンサ１を意識させないデザインにすることが
可能である。
【００３０】
実施の形態３．
　図７は、本発明の実施の形態３にかかる空気調和機のセンシング装置の構成を説明する
ための第１の図である。センサ１は、大きくなるまたは高さ（基板１４から意匠面１１に
向かう方向におけるセンサ１の大きさ）がカスタマイズされるほど高価になり、また基板
１４に実装するタイプのセンサ１も汎用ではないため高価である。実施の形態３は、実施
の形態２に用いたセンサ１の代わりに、図１に示されるような小型で安価なセンサ１を用
いており、図７（ａ）には、このような小型のセンサ１をセンシング装置に用いた場合の
例が示されている。図７（ａ）～（ｃ）に示されるセンサ１には、一端にコネクタ５が設
けられた可撓性のあるケーブル４が接続され、このセンサ１は、コネクタ５を介して基板
１４に接続される。ただし、センサ１から引き出されたケーブル４がケース１５の内部空
間で固定されていない場合、例えばセンシング装置の振動に伴いケース１５の内側に接触
するなどして、最悪の場合、ケーブル４が損傷する可能性がある。
【００３１】
　このような問題を解消するために、実施の形態３のセンシング装置は、図７（ａ）に示
されるように、センサ１とセンサ１を駆動する電気部品が実装される基板１４とを内包す
る第１のケース１５ａと、機内側から第１のケース１５ａに向けて固定されると共にセン
サ１側の面に基板１４が設けられた第２のケース１５ｂと、基板１４とセンサ１との間に
介在する所定厚さのスペーサ６と、と備え、第１のケース１５ａには、開口部２ａとセン
サ１との間に設けられた穴である開口部２ｂが形成され、開口部２ｂには、レンズ１ｂの
前面を覆い、かつ、開口部２ａの内周側に配設される保護レンズ１３が設けられ、第１の
ケース１５ａとスペーサ６との間には、センサ１から引き出されて基板１４に接続される
ケーブル４を取り囲む空間１６が形成されている。このように構成することによって、ケ
ーブル４は、この空間１６内に収納される形で固定されるため、センシング装置の振動に
伴いケーブル４が振動した場合でも、ケーブル４の損傷が防止される。また、図７（ａ）
に示されるセンシング装置は、スペーサ６とセンサ１との間に、センサ１がスペーサ６側
に変移することを阻止するバネ（図示せず）を設けるようにしてもよい。このように構成
すればセンサ１が保護レンズ１３から離れてしまうことを防止でき、例えばセンサ１やケ
ース１５などの公差によってセンサ１がスペーサ６側に変移して、意匠面１１がセンサ１
の指向角内に入り込むことを防ぐことができる。
【００３２】
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　また、他の実施例として実施の形態３のセンシング装置は、図７（ｂ）に示されるよう
に、センサ１を内包する第１のケース１５ａと、機内側から第１のケース１５ａに向けて
固定される第２のケース１５ｂと、第１のケース１５ａと第２のケース１５ｂとが対向す
る位置にて第１のケース１５ａと第２のケース１５ｂとが当接する面で挟持されセンサ１
を駆動する電気部品が実装された基板１４と、を備え、第１のケース１５ａには、第１の
ケース１５ａの内部方向に延在しセンサ１の底部を保持する保持部１５ｄと、第１のケー
ス１５ａとこの保持部１５ｄとの間に形成されセンサ１から引き出されて基板１４に接続
されるケーブル４を挿通する挿通穴１５ｃと、開口部２ａとセンサ１との間に設けられた
穴である開口部２ｂと、が形成され、この開口部２ｂには、レンズ１ｂの前面を覆い、か
つ、開口部２ａの内周側に配設される保護レンズ１３が設けられている。そして、ケーブ
ル４の一端を、挿通穴１５ｃのセンサ１側からスライドインさせることによって、ケーブ
ル４が挿通穴１５ｃ内に収納される形で固定されるため、センシング装置の振動に伴いケ
ーブル４が振動した場合でも、ケーブル４の損傷が防止される。また、図７（ｂ）に示さ
れるセンシング装置は、センサ１の底部を保持する保持部１５ｄとセンサ１との間に、セ
ンサ１が保持部１５ｄ側に変移することを阻止するバネ（図示せず）を設けるようにして
もよい。このように構成すればセンサ１が保護レンズ１３から離れてしまうことを防止で
き、例えばセンサ１やケース１５などの公差によってセンサ１が保持部１５ｄ側に変移し
て、意匠面１１がセンサ１の指向角内に入り込むことを防ぐことができる。
【００３３】
　また、他の実施例として実施の形態３のセンシング装置は、図７（ｃ）に示されるよう
に、センサ１を内包するケース１５を備え、筐体１２には、センサ１を駆動する電気部品
が実装される基板１４と、センサ１の底部を保持する保持部１２ｂと、が形成され、筐体
１２とケース１５との間には、センサ１から引き出されて基板１４に接続されるケーブル
４を取り囲む空間１６が形成されている。このように構成することによって、ケーブル４
は、この空間１６内に収納される形で固定されるため、センシング装置の振動に伴いケー
ブル４が振動した場合でも、ケーブル４の損傷が防止される。また、図７（ｃ）に示され
るセンシング装置は、センサ１の底部を保持する保持部１２ｂとセンサ１との間に、セン
サ１が保持部１２ｂ側に変移することを阻止するバネ（図示せず）を設けるようにしても
よい。このように構成すればセンサ１が保護レンズ１３から離れてしまうことを防止でき
、例えばセンサ１やケース１５などの公差によってセンサ１が保持部１２ｂ側に変移して
、意匠面１１がセンサ１の指向角内に入り込むことを防ぐことができる。
【００３４】
　図８は、本発明の実施の形態３にかかる空気調和機のセンシング装置の構成を説明する
ための第２の図である。図７（ａ）、（ｂ）には２つのケース（第１のケース１５ａおよ
び第２のデータ１５ｂ）を用いた構成例を示した。このように２つのケースを用いた場合
、ケース内部が密閉されるためセンサ１へのゴミの付着を抑制することができるものの、
コストの増加を招くこととなる。
【００３５】
　図８に示されるセンシング装置は、２つのケースの代わりに１つのケース１５を用いて
センサ１へのゴミの付着を抑制するように構成されている。
【００３６】
　図８（ａ）に示される環状部材１８は、環状を成しセンサ１の外周部とケース１５との
間に介在する部材である。この環状部材１８は、バレル１ａの外周部に嵌め込まれ、この
環状部材１８が装着された状態でセンサ１をケース１５に圧入される。この環状部材１８
を用いることによって、例えば、基板１４とケース１５との間から浸入した埃がレンズ１
ｂ部分に付着することを防ぐことが可能である。この環状部材１８は、実施の形態１、２
のセンサ１にも用いることが可能である。
【００３７】
　また、図８（ｂ）に示されるように、環状部材１８の代わりに、ケース１５と基板１４
との間に介在しケース１５の内部空間とケース１５の外部空間とを遮蔽する遮蔽部材であ
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るスペーサ１９を用いても同様の効果を得ることが可能である。すなわち、スペーサ１９
を設けることによって、基板１４とケース１５との間からケース１５の内周側に浸入しよ
うとする埃を防ぐことが可能である。
【００３８】
　なお、センサ１の駆動回路などの発熱する回路２０は、放熱を考慮して、図８（ａ）、
（ｂ）に示されるように、基板１４のセンサ１側の面とは反対側の面に設けることが望ま
しい。また、また、図８（ａ）、（ｂ）に示されるセンシング装置は、基板１４とセンサ
１との間に介在する所定厚さのスペーサ６を備え、このスペーサ６とセンサ１との間に、
センサ１がスペーサ６側に変移することを阻止するバネ（図示せず）を設けるようにして
もよい。このように構成すればセンサ１が保護レンズ１３から離れてしまうことを防止で
き、例えばセンサ１やケース１５などの公差によってセンサ１がスペーサ６側に変移して
、意匠面１１がセンサ１の指向角内に入り込むことを防ぐことができる。
【００３９】
　なお、実施の形態２、３で説明した筐体１２、ケース１５に関して補足をすると、意匠
面１１の色は、白や半透過の色など様々であるが、カメラなどのセンサ１を用いた場合、
意匠面１１の素材や色によっては、筐体１２がフレア（光の拡散）を起こし、センサ１の
機能に影響を与える場合がある。このようなフレアを防止するため、例えば意匠面１１の
開口部２と筐体１２との間（開口部２の裏側）、または保護レンズ１３が装着されるケー
ス１５（第１のケース１５ａ）の開口部２ａとケース１５との間（開口部２ａ裏面）に、
光を透過し難い素材（例えば半透明の黒色の部材など）を配置するようにしてもよい。
【００４０】
　以上に説明したように、実施の形態１～３にかかる空気調和機によれば、保護レンズ１
３を二重にする必要がないため、使用される材料が抑えられるため、減容化を図ることが
できるとともに、分解および廃棄時の回収の容易化を図ることが可能である。
【００４１】
　また、実施の形態１～３に示した空気調和機は、本発明の内容の一例を示すものであり
、更なる別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない
範囲で、一部を省略する等、変更して構成することも可能であることは無論である。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　以上のように、本発明は、空気調和機に適用可能であり、特に、機能性の低下を招くこ
となくセンサの存在感を感じさせない発明として有用である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　センサ
　１ａ　バレル（保持部）
　１ｂ　レンズ（検知部）
　２、２ａ　開口部
　２ｂ　開口部（穴）
　３　領域
　４　ケーブル
　５　コネクタ
　６　スペーサ
　１０　室内機
　１１　意匠面（パネル）
　１２　筐体（室内機本体）
　１２ａ　窪み
　１２ｂ、１５ｄ　保持部
　１３　保護レンズ
　１４　基板
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　１５　ケース
　１５ａ　第１のケース
　１５ｂ　第２のケース
　１５ｃ　挿通穴
　１６　空間
　１８　環状部材
　１９　スペーサ（遮蔽部材）
　２０　回路
　ｈ１、ｈ２　高さ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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